
 

北海道における新型コロナウイルス感染症に係る入院調整の留意事項（精神科病院） 

 

 

精神科病院に入院中の患者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等の入院調整につい

ては、原則として、以下の①～③の場合に応じて行うこととする。 

 なお、各医療機関においては、感染の発生の有無にかかわらず、下記参考に記載の通知等を参

照し、万全の感染予防策を講じていただきたい。 

 

① 精神科病院へ入院中の患者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、新型コロナウイルス感染

症の病状が重症である場合及び軽症であり院内の感染者が１名である場合 

○ 所管の保健所において、保健所管内の感染症指定医療機関等への転院の調整を行う。 

○ 所管の保健所において調整が困難な場合、北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課及

び新型コロナウイルス感染症対策チームにおいて、全道域での転院の調整（※）を行う。 

※ 転院先の医療機関については、「精神病床及び感染症病床を有する医療機関」「精神病床

を及び感染症病床又は結核病床を有する医療機関」の順で調整。 

○ 転院に当たっては、保健所が移送を行うことが可能。 

 

② 精神科病院へ入院中の患者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、新型コロナウイルス感染

症の病状が軽症であり、院内でクラスターが発生していると考えられる場合 

○ ①と同様に、まずは転院の調整を行う。 

○ 上記によっても、新型コロナウイルス感染症陽性者の受け入れ病院がないなど、やむを得

ない場合には、新型コロナウイルス感染症陽性者・陽性者以外の患者ともに、感染予防策（個

室対応・防護服着用等）を講じつつ、当該精神科病院内で入院を継続する。その場合、必要

に応じて、道より、感染予防策を講じるために必要な感染症専門スタッフの応援や資材の提

供を行う。 

○ ただし、陽性者以外の患者で濃厚接触のない患者について、院内で感染予防策を講じるこ

とが困難な場合には、必要に応じて、所管の保健所が別の精神科病院への転院の調整を行う。

転院に当たっては、保健所が移送を行うことが可能。 

※ 上記については、精神科病院に限らず、クラスターが生じた一般の病院でも同様の取扱い

としている。 

※ 院内において感染予防策を講じるに当たっては、下記参考に記載の通知等を参照されたい。 

 

※ ①・②いずれの場合も、精神科病院へ入院中の患者について、新型コロナウイルス感染症へ

の感染が疑われた場合には、まず、所管の保健所においてＰＣＲ検査を実施し、軽症・重症の

判断を行う。 

※ ①・②いずれの場合も、措置入院中の患者の場合の転院調整を行う場合には、「精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律施行細則」（昭和 44 年 10月 15日規則第 92 号）第６条に基づき、

感染症病床を有する指定病院等（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健

福祉法」という。）第 29条第１項に規定する精神科病院または指定病院をいう。）への転院の手

続が必要。 

 

＜精神科病院へ入院中の患者以外について＞ 

③ 在宅で新型コロナウイルス感染症に感染した患者又は新型コロナウイルスに感染し既に一般

病床等に入院している患者が、精神保健福祉法上の非同意入院が必要となった場合 

○ 所管の保健所において、感染症病床を有する精神科病院への入院・転院の調整を行う。転

院に当たっては、保健所が移送を行うことが可能。 

 

 

 

 

別紙１ 



（参考）医療機関における新型コロナウイルス感染症の感染予防策に係る通知等 

 

○ 「医療機関における院内感染対策について」（平成 26年 12月 19日医政地発 1219第１号厚

生労働省医政局地域医療計画課長通知） 

 

○ 「医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年１月 31 日

厚生労働省医政局総務課・地域医療計画課 事務連絡） 

 

○ 「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年２月 13 日厚

生労働省医政局地域医療計画課 事務連絡） 

 

○ 「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について（その２）」（令和２年２月

21日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課 事務連絡） 

 

○ 「医療施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和２年２月 25 日厚生労

働省医政局総務課・地域医療計画課・健康局結核感染症課 事務連絡） 

 

○ 「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について（その３）」（令和２年４月

７日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡） 等 

 

※ 厚生労働省ウェブページ「自治体・医療機関向けの情報一覧（新型コロナウイルス感染症）」 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html

